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大阪地裁 平成１９・２・２０

３１６条の２０第１項 一部開示命令

   主  文

1 検察官に対し，別紙「開示命令対象証拠一覧」記載の各証拠の開示を命ずる。

2 弁護人のその余の請求を棄却する。

   理  由

第1 本件請求の趣旨及び理由

本件請求の趣旨及び理由は，弁護人作成の証拠開示命令請求書に記載のとおりであるが，

要するに，同請求書中の「【裁定を求める開示請求証拠】」欄に記載の各証拠（以下，同

書面中の請求証拠番号に従い，個々の証拠をそれぞれ「開示請求証拠1」などと呼称する。）

は，刑事訴訟法316条の20第1項により検察官が開示をしなければならない証拠であるのに，

検察官がこれをしないので，その開示命令を求めるというものである。

第2 当裁判所の判断

そこで，当裁判所は，本件請求後，公判前整理手続期日を開いて当事者双方から更なる

意見聴取を行うとともに，双方の同意を得て，検察官に対し，その保管する本件の証拠の

うち，既に開示済みのものを除く全証拠の提示を求め，その内容を精査した。その結果に

基づく当裁判所の認定・判断は，以下のとおりである（なお，開示請求証拠3については，

本件請求後に検察官が弁護人に対して任意に開示したことから，判断は示さない。）。

1 開示請求証拠1（本件に関する知能犯情報報告書及び広聴相談カードもしくはこれら

についての捜査報告書），同2（本件募金者を特定していった経過に関する捜査報告書等）

について

弁護人は，募金者の中には，他の募金団体と混同して被告人らの団体に募金した者や，

被告人らが掲げる募金の趣旨と異なる意図で募金した者がいるほか，被害者とされる者の

中には被告人の募金活動に関する報道に便乗し被害者と偽って名乗り出た者もいる等の主

張を予定しているところ，開示請求証拠1及び2には，どのような被害者がどのような被害

を訴え出たのかが具体的に記載されており，被害者の特定経過に関する内容も含んでいて，

上記主張と関連性を有しており，防御準備のために開示の必要性も高いから，主張関連証

拠として開示を命ずべきであると主張している。

しかしながら，検察官が提示した未開示証拠の全てを精査しても，弁護人の上記主張に

関連するような内容を有するものは全く見当たらないから，開示請求証拠1及び2に関する

弁護人の開示請求は失当である。

2 開示請求証拠4（Ａの平成15年分の日記帳）について

弁護人は，詐欺及び組織犯罪処罰法違反の各公訴事実において，検察官は被告人を単独

犯として起訴しているところ，職業安定法違反の公訴事実における共犯者であるＡらは本

件以前から本件募金活動の内情を知りながらこれを手伝っており，このことは本件の犯情



にも影響する旨の主張を予定しているところ，開示請求証拠4には，本件以前に募金の両替

を手伝ったことなど，Ａの知情性を裏付ける記載があって，上記主張と関連性を有してお

り，防御準備のために開示の必要性が高いから，主張関連証拠として開示を命ずべきであ

ると主張している。

そこで，検察官が提示した開示請求証拠4を子細に検討すると，―判読に困難を来す部分

が少なくないものの―確かにそこには被告人のことについて記載したと思われる部分が散

見される。しかし他方，私人の日記帳は，元来外部への公開は予定されていないものであ

って，訴訟準備のためとはいっても，これを不必要に公開すると，作成者のみならずそこ

に記載された他人のプライバシーをも侵害するおそれが高いことから，その証拠開示の可

否・当否を検討するに当たっても，開示に伴うプライバシー侵害の程度に比してもなおこ

れを上回るだけの防御上の必要性が認められる部分に限定してこれを行うのが相当である。

そして，このような観点から，改めて本件日記帳の開示の当否を検討すると，別紙「開示

命令対象証拠一覧」(1)記載の証拠部分に関しては，Ａが被告人と一緒に硬貨の両替を行っ

たことを端的に示す記載があって，これは弁護人の上記主張と関連し，防御準備のために

開示すべき必要性も高いと認められるが，本件日記帳のその余の部分については，(ア) 弁

護人が主張するような両替に関する記載は見当たらないし，(イ) 被告人に関する記載も

本件との関連性が希薄であって開示の必要性が高いとは認められない。よって，本件日記

帳に関しては，上記(1)部分に限って開示を命ずるのが相当である。

3 開示請求証拠5（本件の全ての両替にかかる全ての証拠）について

弁護人は，検察官が銀行における両替の総額から本件詐取金額を推計する主張を行って

いるのに対し，両替の一部についてはその存在を争い，また，両替の総額は必ずしも募金

総額を反映したものではないとの主張を予定しているところ，本件両替に関する証拠は，

その防御準備のために開示すべき必要性が高いから，主張関連証拠として開示を命ずべき

であると主張している。

そこで検討するに，検察官の未開示証拠のうち，まず，別紙「開示命令対象証拠一覧」

(2)～(11)の各証拠は，銀行等における本件両替に関する証拠物や鑑定書等の客観的証拠又

はその派生証拠であって上記主張と関連し，その防御準備のための開示の必要性も一応認

められ，それらはその証拠としての性質上開示に伴う弊害も特に想定できないから，これ

らの証拠の開示を命ずるのが相当である。

他方，その余の未開示証拠に関しては，これを精査しても，弁護人が証拠開示請求書の

「5 開示請求証拠5について」において存在するはずであると具体的に主張する証拠も含

め，弁護人が主張するような証拠は見当たらない。

4 開示請求証拠6（共同募金，ユニセフ，NPO法人及びその他募金関係団体における収支

関係についての捜査報告書等）について

弁護人は，募金関係団体においては募金の中から団体の人件費等を支出することは珍し

いことではないなどとして，被告人の犯行動機や故意を争う主張を予定しているところ，

他の募金関係団体等の収支関係を内容とする証拠は，その防御準備のために開示すべき必



要性が高いから，主張関連証拠として開示を命ずべきであると主張している。しかしなが

ら，検察官が提示した未開示証拠の全てを精査しても，弁護人主張のような内容の証拠は

全く見当たらないから，開示請求証拠6に関する弁護人の開示請求は失当である。

第3 結論

よって，刑事訴訟法316条の26第1項により，主文のとおり決定する。

（裁判長裁判官・杉田宗久，裁判官・鈴嶋晋一，裁判官・小畑和彦）

別紙 開示命令対象証拠一覧

(1) 「平成15年 日記」と題するノートの「5月26日（月）」の項の1行目の「5月26日

（月）」の記載部分と3行目全部

(2) 平成17年6月21日付け司法警察員Ｂ作成の「Ｃ信用金庫4支店から提出を受けた両替

票の指紋検出及び被疑者「甲」の被疑者指紋との対照結果について」と題する捜査報告書

(3) 平成17年7月4日付け司法警察員Ｄ作成の「Ｃ信用金庫Ｅ支店から領置した「両替票

1綴」の指紋検出及び同検出指紋と被疑者甲との照合結果対照不能について」と題する捜査

報告書

(4) 平成17年8月12日付け司法警察員Ｆ作成の「Ｇ銀行から提出を受けた両替票の指紋

検出及び被疑者甲の指紋との対照結果について」と題する捜査報告書

(5) 平成17年6月21日付け司法警察員Ｂ作成の「Ｃ信用金庫4支店から提出を受けた両替

票の指紋検出について」と題する捜査報告書

(6) 平成17年8月26日付け司法警察員Ｈ作成の「筆跡紙の写しの作成について」と題す

る捜査報告書

(7) 平成17年9月22日付け大阪府警察本部刑事部科学捜査研究所技術吏員Ｉ作成の鑑定

書（10通）

(8) 平成17年6月3日付け司法警察員Ｂ作成の「募金によると思料される硬貨類の両替を

行ったＣ信用金庫の支店の判明について」と題する捜査報告書

(9) 平成17年8月9日付け司法警察員Ｊ作成の「未記入の両替依頼書の入手について」と

題する捜査報告書

(10) 平成17年8月12日付け司法警察員Ｋ作成の「詐欺被疑者甲が募金で得た現金を両替

したと思料される「Ｇ銀行Ｌ支店」の写真撮影結果について」と題する捜査報告書

(11) 平成17年8月16日付け司法警察員Ｍ作成の「未記入の両替票の入手について」と題

する捜査報告書




